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クレジットカード納付の手続 国税も 29年１月よりスタート 

 

 

平成２８年から固定資産税、償却資産税、市県民税、自動車税等がクレジットカ－ド納付できる

ようになりましたが、国税についても平成２９年より「クレジットカ－ド納付」ができるようにな

りました。 

【概要】 

クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国

税庁長官が指定した納付受託者（トヨタファイナンス株式会社）へ、国税の納付の立替払いを委託

することにより国税を納付する手続です。「国税クレジットカードお支払サイト」は国税庁長官が

指定した納付受託者が運営する国税のクレジットカード納付専用の外部サイトです。 

 

【対象となる国税】 

申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税などほぼ全ての

税目で利用可能です(一部対象外の税目があります)。 

 

【メリット】 

① インタ－ネットを利用するために現金を持ち歩かなくていい 

② 自宅に居ながら２４時間決済が可能 

③ 税金を納付に行く時間や交通費を削減できる 

④ 現金を持っていなくても支払うことができ、家計管理面で便利 

⑤ カ－ドの明細で管理できる 

⑥ クレジットカ－ドを利用することでポイントを獲得できる 

（注）ポイントの率についてはカ－ド会社の規約に基づくので各社異なります。 

【デメリット】 

① クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかる 

（納付税額が最初の１万円までは８２円（税込）以後１万円を超えるごとに８２円（税込）

を加算した金額） 

② 領収証書は発行されない 

③ クレジットカ－ド利用による情報漏えいのリスク 

④ 納税証明書の発行が可能になるまで、納付から３週間程度かかる 

 

 ポイントが 1％以上付与される場合には得をしますが、その他のメリット・デメリットを十分に

検討した上でクレジットカ－ド納付を活用すべきでしょう。 


